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(57)【要約】
【課題】給湯機の運転状態あるいは給湯機の設定に関す
る情報の表示を見ることの利便性を低下させることなく
、給湯量に関する情報をユーザーに確実に知らせること
のできる給湯システムを提供する。
【解決手段】給湯機からの給湯の実行中のとき、及び、
給湯停止後を除く給湯機からの給湯の非実行中のときに
は、給湯機の設定に関する第一情報及び給湯機の状態に
関する第二情報の少なくとも一方の情報が表示手段に表
示される（トップ画面３１）。給湯機からの給湯が停止
した後には当該給湯の開始から停止までの給湯量に関す
る第三情報が、第一情報及び第二情報の少なくとも一方
の情報に代えて、一時的に表示手段に表示される（第１
のガイダンス画面３２）。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給湯機と、
　前記給湯機からの給湯が実行されているか否かを検知する手段と、
　前記給湯機からの給湯量を計算する手段と、
　表示手段と、
　前記表示手段の表示を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記給湯機からの給湯の実行中のとき、及び、給湯停止後を除く前記給湯機からの給湯
の非実行中のときには、前記給湯機の設定に関する第一情報及び前記給湯機の状態に関す
る第二情報の少なくとも一方の情報が前記表示手段に表示され、前記給湯機からの給湯が
停止した後には当該給湯の開始から停止までの給湯量に関する第三情報が、前記第一情報
及び前記第二情報の少なくとも一方の情報に代えて、一時的に前記表示手段に表示される
給湯システム。
【請求項２】
　前記第三情報が表示された後に、または、前記第三情報と共に、当日の積算給湯量に関
する第四情報が一時的に前記表示手段に表示される請求項１に記載の給湯システム。
【請求項３】
　前記第四情報が表示された後に、または、前記第四情報と共に、１日の積算給湯量の目
標値に関する第五情報が一時的に前記表示手段に表示される請求項２に記載の給湯システ
ム。
【請求項４】
　給湯の開始から停止までの時間または給湯量が基準に満たないときには、前記給湯機か
らの給湯が停止した後に前記第三情報が前記表示手段に表示されない請求項１から請求項
３のいずれか一項に記載の給湯システム。
【請求項５】
　前記表示手段は、浴室に設置される浴室内表示部と、前記浴室以外の場所に設置される
浴室外表示部とを備え、
　前記給湯機からの給湯が停止した後に前記浴室外表示部に前記第三情報が表示されるタ
イミングに比べて前記浴室内表示部に前記第三情報が表示されるタイミングが早い請求項
１から請求項４のいずれか一項に記載の給湯システム。
【請求項６】
　前記給湯機からの給湯が停止した後に前記第三情報を前記表示手段に表示するか否かを
ユーザーが事前に設定可能にする手段を備える請求項１から請求項５のいずれか一項に記
載の給湯システム。
【請求項７】
　高温水と、水源から供給される低温水とを混合する混合手段と、
　前記低温水の混合割合を最大に固定する水供給モードを設定可能にする手段と、
　を備え、
　前記水供給モードが設定されているときには前記給湯機からの給湯が停止した後に前記
第三情報が前記表示手段に表示されない請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の給
湯システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、給湯システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、以下のような給湯機が開示されている。給湯動作開始から設定時
間内に積算給湯量が所定の積算給湯量に達した場合に、操作端末の表示部に給湯動作開始
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からの給湯使用量をポップアップ表示する。給湯動作開始から設定時間経過すると、ポッ
プアップ表示とは異なる種類の報知を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２４５８４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　給湯機には、複数の端末装置が接続されることが多い。複数の端末装置は、例えば、浴
室リモコン及び台所リモコンである。端末装置の表示部には、通常は、給湯機の運転状態
あるいは給湯機の設定に関する情報、例えば、わき上げ設定及び湯はり状態などの情報を
表示している。特許文献１の技術では、給湯動作の実行中に、給湯使用量がポップアップ
表示される。このため、シャワーあるいは食器洗いなどの長時間の給湯使用において、給
湯使用量がポップアップ表示されたときに、複数のリモコンのうちの他のリモコンを見て
いる他のユーザーは、給湯機の運転状態あるいは給湯機の設定に関する情報を見られなく
なり、利便性が悪いという問題がある。
【０００５】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、給湯機の運転状態ある
いは給湯機の設定に関する情報の表示を見ることの利便性を低下させることなく、給湯量
に関する情報をユーザーに確実に知らせることのできる給湯システムを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る給湯システムは、給湯機と、給湯機からの給湯が実行されているか否かを
検知する手段と、給湯機からの給湯量を計算する手段と、表示手段と、表示手段の表示を
制御する制御手段と、を備え、給湯機からの給湯の実行中のとき、及び、給湯停止後を除
く給湯機からの給湯の非実行中のときには、給湯機の設定に関する第一情報及び給湯機の
状態に関する第二情報の少なくとも一方の情報が表示手段に表示され、給湯機からの給湯
が停止した後には当該給湯の開始から停止までの給湯量に関する第三情報が、第一情報及
び第二情報の少なくとも一方の情報に代えて、一時的に表示手段に表示されるものである
。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の給湯システムによれば、給湯機の運転状態あるいは給湯機の設定に関する情報
の表示を見ることの利便性を低下させることなく、給湯量に関する情報をユーザーに確実
に知らせることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１の給湯システムを示す図である。
【図２】実施の形態１の給湯システムが備える台所リモコンの外観図である。
【図３】実施の形態１の給湯システムの制御動作を示すフローチャートである。
【図４】実施の形態１の給湯システムのガイダンス表示を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して実施の形態について説明する。各図において共通する要素には、
同一の符号を付して、重複する説明を簡略化または省略する。本開示は、以下の実施の形
態で説明する構成のうち、組合わせ可能な構成のあらゆる組合わせを含み得る。
【００１０】
実施の形態１．
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　図１は、実施の形態１の給湯システム１を示す図である。図１に示すように、実施の形
態１の給湯システム１は、貯湯式給湯機２、台所リモコン２５、及び浴室リモコン２６を
備える。台所リモコン２５は、台所に設置される。浴室リモコン２６は、浴室に設置され
る端末装置の例である。台所リモコン２５は、浴室以外の場所に設置される端末装置の例
である。給湯システム１は、台所リモコン２５に代えて、または台所リモコン２５に加え
て、浴室及び台所以外の場所に設置される他の端末装置を備えてもよい。
【００１１】
　貯湯式給湯機２は、貯湯ユニット３及びヒートポンプユニット２８を備える。ヒートポ
ンプユニット２８は、水を加熱する加熱手段の例である。ヒートポンプユニット２８には
、圧縮機、水冷媒熱交換器、例えば膨張弁などの減圧装置、及び、蒸発器である空気熱交
換器を冷媒配管で順次接続した冷凍サイクル装置（図示省略）が備えられている。
【００１２】
　貯湯ユニット３内には、貯湯タンク４が備えられている。貯湯タンク４は、蓄熱回路２
４を介して、ヒートポンプユニット２８に接続されている。蓄熱回路２４は、貯湯タンク
４の下部とヒートポンプユニット２８の水冷媒熱交換器の水の入口とを接続する通路と、
水冷媒熱交換器の水の出口と貯湯タンク４の上部とを接続する通路とを有する。蓄熱回路
２４の途中には循環ポンプ２７が配置されている。
【００１３】
　貯湯タンク４の内部には、温度の違いによる水の密度の差により、上側が高温で下側が
低温になる温度成層を形成できる。貯湯タンク４には、貯湯タンク４の内部の鉛直方向の
温度分布を検知するための複数の温度センサが配置されている。本実施の形態では、以下
の温度センサが配置されている。第１の温度センサ５ａは、貯湯タンク４の最上部からの
容積が０Ｌの位置、すなわち貯湯タンク４の最上部の位置にある。第２の温度センサ５ｂ
は、貯湯タンク４の最上部からの容積が５０Ｌの位置にある。第３の温度センサ５ｃは、
貯湯タンク４の最上部からの容積が１００Ｌの位置にある。第４の温度センサ５ｄは、貯
湯タンク４の最上部からの容積が１５０Ｌの位置にある。本実施の形態では、温度センサ
５ａ～５ｄで検知される温度により、貯湯タンク４内にある湯量及び熱量を検知できる。
【００１４】
　貯湯式給湯機２は、蓄熱運転を実施できる。蓄熱運転は、高温の湯を貯湯タンク４に蓄
積する運転である。蓄熱運転は、貯湯タンク４の蓄熱量を増加させる運転である。蓄熱運
転では、以下のようになる。循環ポンプ２７及びヒートポンプユニット２８が運転される
。貯湯タンク４の下部から取り出された水がヒートポンプユニット２８内の水冷媒熱交換
器に導かれる。温度センサ５ｅは、ヒートポンプユニット２８に入る水の温度を検知する
。水冷媒熱交換器で加熱されることで高温になった湯が、貯湯タンク４へ戻り、貯湯タン
ク４の上部に流入する。貯湯タンク４の上部に対する蓄熱回路２４の接続位置には、温度
センサ６が配置されている。温度センサ６によれば、ヒートポンプユニット２８から貯湯
タンク４の上部へ戻る湯の温度を検知できる。
【００１５】
　一般給湯側電動混合弁７は、貯湯タンク４の上部に接続された給湯管８を通って供給さ
れる湯すなわち高温水と、水道管等の水源に接続された給水管９を通って供給される低温
水とを混合することにより、設定温度の湯を生成する。その湯は、混合給湯管１０を経由
して、蛇口（図示省略）へ供給される。本明細書において、「蛇口」とは、例えば、浴室
にあるシャワー及び給湯栓、流し台の給湯栓、洗面台の給湯栓などを含みうる。
【００１６】
　給水管９には、給水温度センサ２３が設けられ、給水管９を流れる水の温度を検知する
。混合給湯管１０には、給湯用流量センサ１９及び給湯用温度センサ２０が設置されてい
る。給湯用流量センサ１９は、蛇口への給湯流量を検知する。給湯用温度センサ２０は、
蛇口への給湯温度を検知する。
【００１７】
　風呂給湯側電動混合弁１１は、給湯管８を通って供給される湯すなわち高温水と、給水
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管９を通って供給される低温水とを混合することにより、設定温度の湯を生成する。その
湯は、混合風呂管１８、風呂側循環回路１２を経由して、浴室にある浴槽（図示省略）へ
供給される。貯湯式給湯機２は、浴槽への湯はりを行う湯はり動作を実施できる。湯はり
動作では、給湯の開始及び停止は、混合風呂管１８に設けられた電磁弁１３により制御さ
れる。混合風呂管１８には、風呂用流量センサ２１及び風呂用温度センサ２２が設置され
ている。風呂用流量センサ２１は、浴槽への給湯流量を検知する。風呂用温度センサ２２
は、浴槽への給湯温度を検知する。一般給湯側電動混合弁７及び風呂給湯側電動混合弁１
１は、高温水と低温水とを混合することで給湯温度を調整する混合手段の例である。
【００１８】
　風呂側循環回路１２は、風呂循環ポンプ１４により浴槽から浴槽水を引き込み、熱交換
器１５を経由して浴槽に戻る経路である。タンク側循環回路１６は、貯湯タンク４の上部
から貯湯タンク４内の湯を循環ポンプ１７で引き込み、熱交換器１５を経由して貯湯タン
ク４の下部に繋がる経路である。貯湯式給湯機２は、浴槽に貯留された浴槽水を加熱する
追い焚き動作を実施できる。追い焚き動作時には、以下のようになる。風呂循環ポンプ１
４及び循環ポンプ１７が運転される。風呂循環ポンプ１４により浴槽から風呂側循環回路
１２に引き込まれた浴槽水と、循環ポンプ１７により貯湯タンク４の上部からタンク側循
環回路１６に引き込まれた高温湯とが、熱交換器１５にて熱を交換する。熱交換器１５で
加熱された浴槽水が浴槽へ戻る。浴槽温度が設定温度まで上昇したことを検知したときに
、風呂循環ポンプ１４及び循環ポンプ１７の動作を停止することで、追い焚き動作を自動
的に終了してもよい。
【００１９】
　貯湯式給湯機２は、制御装置５０を備える。ヒートポンプユニット２８、循環ポンプ２
７、温度センサ５ａ～５ｅ、温度センサ６、一般給湯側電動混合弁７、風呂給湯側電動混
合弁１１、電磁弁１３、風呂循環ポンプ１４、循環ポンプ１７、給湯用流量センサ１９、
給湯用温度センサ２０、風呂用流量センサ２１、風呂用温度センサ２２、及び給水温度セ
ンサ２３は、それぞれ、制御装置５０に対して電気的に接続されている。台所リモコン２
５及び浴室リモコン２６は、制御装置５０に対して双方向にデータ通信可能に接続されて
いる。台所リモコン２５及び浴室リモコン２６と、制御装置５０との間の通信は、有線通
信でも無線通信でもよい。制御装置５０は、給湯システム１の動作を制御する。台所リモ
コン２５及び浴室リモコン２６は、制御装置５０との間で通信を行い、操作指令及び運転
状態などに関する情報のデータをやり取りする。
【００２０】
　本実施の形態における制御装置５０は、蓄熱運転制御部５０ａ、表示制御部５０ｂ、計
時部５０ｃ、給湯検知部５０ｄ、給湯量計算部５０ｅ、及びモード設定部５０ｆを備える
。
【００２１】
　蓄熱運転制御部５０ａは、蓄熱運転を制御する。蓄熱運転には、主蓄熱運転及び追加蓄
熱運転が含まれてもよい。主蓄熱運転は、電力量料金単価が割安になる時間帯、例えば夜
間時間帯において実施されてもよい。主蓄熱運転は、一日に使用される熱量のうちの多く
の部分を貯湯タンク４に蓄積するように実施されてもよい。蓄熱運転制御部５０ａは、毎
日の総使用熱量を学習し、過去所定期間、例えば過去２週間の総使用熱量を統計的に処理
した情報に基づいて、主蓄熱運転の目標蓄熱量を決定してもよい。追加蓄熱運転は、貯湯
タンク４の湯切れを防止するために、貯湯タンク４に熱量を追加する運転である。
【００２２】
　表示制御部５０ｂは、台所リモコン２５及び浴室リモコン２６が備える表示手段の表示
を制御する。表示手段については後述する。計時部５０ｃは、時刻及び日付（曜日を含ん
でもよい）を計時する。
【００２３】
　給湯検知部５０ｄは、貯湯ユニット３から外部への給湯が実行されているか否かを検知
する。給湯検知部５０ｄは、給湯用流量センサ１９の出力に基づいて、蛇口への給湯が実
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行されているか否かを検知してもよい。給湯検知部５０ｄは、給湯用流量センサ１９の出
力が基準値に比べて大きい場合に蛇口への給湯が実行されていると判定し、そうでない場
合に蛇口への給湯が実行されていないと判定してもよい。
【００２４】
　給湯検知部５０ｄは、風呂用流量センサ２１の出力に基づいて、浴槽への給湯が実行さ
れているか否かを検知してもよい。給湯検知部５０ｄは、風呂用流量センサ２１の出力が
基準値に比べて大きい場合に浴槽への給湯が実行されていると判定し、そうでない場合に
浴槽への給湯が実行されていないと判定してもよい。
【００２５】
　給湯量計算部５０ｅは、貯湯ユニット３から外部への給湯量を計算する。給湯量計算部
５０ｅは、給湯用流量センサ１９で検知される蛇口への給湯流量を積算することで、蛇口
への給湯量を計算してもよい。その際、給湯量計算部５０ｅは、給湯用温度センサ２０で
検知された実際の給湯温度での給湯量を、所定温度（例えば４０℃）での給湯量に換算し
てもよい。給湯量計算部５０ｅは、風呂用流量センサ２１で検知される浴槽への給湯流量
を積算することで、浴槽への給湯量を計算してもよい。その際、給湯量計算部５０ｅは、
風呂用温度センサ２２で検知された実際の給湯温度での給湯量を、所定温度（例えば４０
℃）での給湯量に換算してもよい。
【００２６】
　モード設定部５０ｆは、台所リモコン２５または浴室リモコン２６に入力されるユーザ
ー操作などに基づいて、貯湯式給湯機２の各種の制御モードを設定する。例えば、モード
設定部５０ｆは、蓄熱運転の制御モードとして、「おまかせモード」、「多めモード」な
どを設定可能でもよい。「おまかせモード」とは、例えば、過去所定期間、例えば過去２
週間の平均的な総使用熱量に基づく熱量を貯湯タンク４に確保するように制御するモード
である。「多めモード」とは、「おまかせモード」よりも多めの熱量を貯湯タンク４に確
保するように制御するモードである。
【００２７】
　また、本実施の形態では、モード設定部５０ｆは、「水供給モード」を設定可能である
。「水供給モード」とは、一般給湯側電動混合弁７の低温水の混合割合を最大に固定する
制御モードである。「水供給モード」では、一般給湯側電動混合弁７の開度を、給湯管８
側を全閉、給水管９側を全開、にしてもよい。寒冷地方では、貯湯ユニット３内の混合給
湯管１０、及び、貯湯ユニット３が外部から蛇口までの配管の凍結を予防するために、夜
間に混合給湯管１０に水を流したままにするような使い方をされることがある。そのよう
な使い方をする場合に、「水供給モード」を設定することで、貯湯タンク４の湯の使用量
を抑えることができる。「水供給モード」において、一般給湯側電動混合弁７の給湯管８
側の開度を全閉の状態にしても、一般給湯側電動混合弁７の弁体の隙間から微小な湯の漏
れが発生することで、貯湯タンク４の湯の使用量はゼロにはならない。
【００２８】
　図２は、実施の形態１の給湯システム１が備える台所リモコン２５の外観図である。台
所リモコン２５及び浴室リモコン２６は、同一または類似の基本構成を有する。以下では
、代表して台所リモコン２５を例に説明するが、浴室リモコン２６についても台所リモコ
ン２５と同様である。
【００２９】
　図２に示すように、台所リモコン２５は、操作部２９及び表示部３０を備える。操作部
２９は、ユーザーが操作する複数の入力スイッチを有する。ユーザーは、操作部２９を操
作することで、例えば、給湯温度の設定、湯はり動作、追い焚き動作等の指令または予約
、蓄熱運転の制御モードの選択、「水供給モード」の設定／非設定、などに関する入力操
作を行うことができる。表示部３０は、例えば、液晶表示パネル、有機ＥＬ表示パネルな
どのフラットディスプレイパネルを用いて構成される。表示部３０は、文字、図形、キャ
ラクタ等を視覚表示することで情報を表示できる。表示部３０は、表示手段の例である。
台所リモコン２５は、音声ガイダンス装置などをさらに備えてもよい。
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【００３０】
　図２は、表示部３０の表示画面がトップ画面３１であるときの状態を表す。トップ画面
３１は、蓄熱運転の制御モードに関する設定情報３１ａと、現在時刻３１ｂと、蓄熱運転
が実行中か否かの運転情報３１ｃと、貯湯タンク４内にある湯量または熱量の情報である
残湯熱量情報３１ｄとを含む。
【００３１】
　図２に示すトップ画面３１の例では、以下のようになっている。設定情報３１ａとして
「おまかせ」の文字が表示されている。これは、「おまかせモード」が設定されているこ
とを示す。運転情報３１ｃとして「わき上げ中」の文字が表示されている。これは、蓄熱
運転が実行中であることを示す。残湯熱量情報３１ｄとして「残湯１００Ｌ」の文字が表
示されている。これは、貯湯タンク４内にある湯量または熱量が、所定温度に換算して１
００Ｌであることを示す。
【００３２】
　設定情報３１ａは、貯湯式給湯機２の設定に関する第一情報の例である。第一情報は、
この例に限られるものではなく、例えば、給湯温度の設定値に関する情報を含んでもよい
。
【００３３】
　運転情報３１ｃ及び残湯熱量情報３１ｄは、貯湯式給湯機２の状態に関する第二情報の
例である。第二情報は、この例に限られるものではなく、例えば、湯はり動作、追い焚き
動作、蛇口への給湯などが実行中か否かに関する情報を含んでもよい。
【００３４】
　図２に示す例では、文字を用いて第一情報及び第二情報を表示しているが、図形、キャ
ラクタ等を用いて第一情報及び第二情報を表示してもよい。トップ画面３１は、第一情報
及び第二情報のいずれか一方のみを含むものでもよい。
【００３５】
　本実施の形態では、制御装置５０と、台所リモコン２５及び浴室リモコン２６との間は
、共通の配線を介して接続されている。制御装置５０は、貯湯式給湯機２の状態に関する
情報などのデータを、宛先情報と共に送信することで、台所リモコン２５宛ての情報と、
浴室リモコン２６宛ての情報とを区別して送信することができる。
【００３６】
　本実施の形態では、制御装置５０に対して、蛇口への１日の積算給湯量の目標値を設定
可能である。ユーザーは、台所リモコン２５または浴室リモコン２６の操作部２９を操作
することで、蛇口への１日の積算給湯量の目標値を設定できる。制御装置５０は、給湯量
計算部５０ｅにより計算された当日の蛇口への積算給湯量が当該目標値を超えた場合には
、例えば台所リモコン２５及び浴室リモコン２６の少なくとも一方からの音声案内により
ユーザーに対して報知することで、蛇口の湯を使いすぎであることをユーザーに注意喚起
してもよい。蛇口への１日の積算給湯量の目標値をユーザーが設定することに代えて、制
御装置５０が、過去所定期間に学習した実績値などに基づいて、蛇口への１日の積算給湯
量の目標値を設定してもよい。
【００３７】
　同様にして、ユーザーは、台所リモコン２５または浴室リモコン２６の操作部２９を操
作することで、浴槽への１日の積算給湯量の目標値を設定してもよい。制御装置５０は、
給湯量計算部５０ｅにより計算された当日の浴槽への積算給湯量が当該目標値を超えた場
合には、例えば台所リモコン２５及び浴室リモコン２６からの音声案内によりユーザーに
対して報知することで、浴槽の湯を使いすぎであることをユーザーに注意喚起してもよい
。
【００３８】
　以下に説明するように、本実施の形態の給湯システム１は、給湯が停止した直後に、台
所リモコン２５及び浴室リモコン２６の表示部３０に、給湯量に関する第三情報を含むガ
イダンス表示を行う機能を有する。ガイダンス表示の実施を希望しないユーザーのために
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、給湯システム１は、ユーザーがガイダンス表示のＯＮ／ＯＦＦを設定可能にする手段を
備えてもよい。例えば、ユーザーが台所リモコン２５または浴室リモコン２６の操作部２
９を操作することで、ガイダンス表示のＯＮ／ＯＦＦを設定できるように構成してもよい
。
【００３９】
　次に、給湯停止直後の台所リモコン２５及び浴室リモコン２６の表示部３０におけるガ
イダンス表示について、図３及び図４に基づいて説明する。図３は、実施の形態１の給湯
システム１の制御動作を示すフローチャートである。
【００４０】
　図３のステップＳ１で、給湯検知部５０ｄは、給湯用流量センサ１９の出力に基づいて
、蛇口への給湯が実行されているか否かを判断する。蛇口への給湯が実行中である場合、
すなわち蛇口への給湯が開始した場合には、ステップＳ２へ移行する。蛇口への給湯が実
行中でない場合、すなわち蛇口への給湯が開始していない場合には、ステップＳ１を繰り
返す。
【００４１】
　蛇口への給湯が停止した直後を除き、蛇口への給湯が非実行中のときには、台所リモコ
ン２５及び浴室リモコン２６の表示部３０は、原則として、図２で説明したトップ画面３
１を表示している。「原則として」とは、例えば、表示部３０の表示画面が変わるような
ユーザー操作が操作部２９に入力されない限り、という意味である。また、蛇口への給湯
が実行中のときには、台所リモコン２５及び浴室リモコン２６の表示部３０は、原則とし
て、トップ画面３１を表示している。すなわち、蛇口への給湯の最中に、台所リモコン２
５及び浴室リモコン２６の表示部３０は、トップ画面３１の表示を継続する。これにより
、以下のような効果が得られる。浴室でユーザーがシャワーを使用しているときに、台所
にいる他のユーザーは、台所リモコン２５のトップ画面３１を見ることを妨げられること
がない。また、台所の流し台でユーザーが食器洗いをしているときに、浴室にいる他のユ
ーザーは、浴室リモコン２６のトップ画面３１を見ることを妨げられることがない。した
がって、各ユーザーが、設定情報３１ａ、運転情報３１ｃ、あるいは残湯熱量情報３１ｄ
などの情報を見ることの利便性の低下を防止できる。
【００４２】
　ステップＳ２で、給湯量計算部５０ｅは、ステップＳ１からステップＳ２へ移行した後
の給湯用流量センサ１９の給湯流量を積算することで、今回の蛇口への給湯が開始した後
の給湯量を計算する。ステップＳ２からステップＳ３へ移行する。
【００４３】
　ステップＳ３で、給湯量計算部５０ｅは、当日の蛇口への積算給湯量を計算する。すな
わち、給湯量計算部５０ｅは、ステップＳ２で計算した給湯量と、今回の蛇口への給湯が
開始する前における当日の蛇口への積算給湯量とを加算することで、現時点までの当日の
蛇口への積算給湯量を計算する。ステップＳ３からステップＳ４へ移行する。
【００４４】
　ステップＳ４で、計時部５０ｃは、今回の蛇口への給湯が開始してから現時点までの給
湯連続時間を計時する。ステップＳ４からステップＳ５へ移行する。
【００４５】
　ステップＳ５で、給湯検知部５０ｄは、給湯用流量センサ１９の出力に基づいて、蛇口
への給湯が実行されているか否かを判断する。蛇口への給湯が実行中である場合、すなわ
ち今回の蛇口への給湯がまだ停止せずに続いている場合には、ステップＳ２へ戻る。蛇口
への給湯が実行中でない場合、すなわち今回の蛇口への給湯が停止した場合には、ステッ
プＳ６へ移行する。
【００４６】
　ステップＳ６で、表示制御部５０ｂは、ステップＳ４で計時された今回の蛇口への給湯
連続時間が３０秒以上かどうかを判断する。給湯連続時間が３０秒未満の場合には、本ル
ーチンを終了する。この場合、台所リモコン２５及び浴室リモコン２６の表示部３０にお
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けるガイダンス表示は実施されず、台所リモコン２５及び浴室リモコン２６の表示部３０
は、トップ画面３１の表示を継続する。
【００４７】
　給湯連続時間が３０秒以上の場合には、ステップＳ６からステップＳ７へ移行する。ス
テップＳ７で、表示制御部５０ｂは、浴室リモコン２６宛てに、今回蛇口湯量、本日蛇口
湯量、及び目標蛇口湯量に関する情報と、給湯停止直後のガイダンス表示を実施する指令
情報とを送信する。これらの情報を受信した浴室リモコン２６の表示部３０は、給湯停止
直後のガイダンス表示を実施する。
【００４８】
　図４は、実施の形態１の給湯システム１のガイダンス表示を示す図である。図４に示す
ように、浴室リモコン２６の表示部３０は、以下のようにして、給湯停止直後のガイダン
ス表示を実施する。まず、表示部３０の画面が、トップ画面３１から第１のガイダンス画
面３２に切り替えられる。第１のガイダンス画面３２は、一時的に表示される。第１のガ
イダンス画面３２が表示される時間は、例えば、５秒間でもよい。続いて、表示部３０の
画面が、第１のガイダンス画面３２から第２のガイダンス画面３３に切り替えられる。第
２のガイダンス画面３３は、一時的に表示される。第２のガイダンス画面３３が表示され
る時間は、例えば、５秒間でもよい。その後、表示部３０の画面が、第２のガイダンス画
面３３からトップ画面３１に戻され、給湯停止直後のガイダンス表示を終了する。このよ
うに、ガイダンス表示が自動的に終了してトップ画面３１に戻ることで、トップ画面３１
に戻すためのユーザー操作が不要であるので、利便性に優れる。
【００４９】
　第１のガイダンス画面３２は、今回蛇口湯量に関する情報と、本日蛇口湯量に関する情
報とを含む。今回蛇口湯量とは、今回の蛇口への給湯の開始から停止までの給湯量のこと
である。今回蛇口湯量は、ステップＳ２で計算された値である。図４の例では、今回蛇口
湯量が５０Ｌであることをユーザーに知らせている。本日蛇口湯量とは、現時点までの当
日の蛇口への積算給湯量のことである。本日蛇口湯量は、ステップＳ３で計算された値で
ある。図４の例では、本日蛇口湯量が４００Ｌであることをユーザーに知らせている。
【００５０】
　第２のガイダンス画面３３は、目標蛇口湯量に関する情報と、本日蛇口湯量に関する情
報とを含む。目標蛇口湯量とは、前述した、蛇口への１日の積算給湯量の目標値のことで
ある。図４の例では、目標蛇口湯量が５００Ｌであることをユーザーに知らせている。本
実施の形態であれば、目標蛇口湯量に関する情報と、本日蛇口湯量に関する情報とを同時
に表示することで、蛇口の湯を使いすぎでないかどうかをユーザーに分かりやすく知らせ
ることができる。
【００５１】
　ステップＳ７からステップＳ８へ移行する。ステップＳ８で、表示制御部５０ｂは、台
所リモコン２５宛てに、今回蛇口湯量、本日蛇口湯量、及び目標蛇口湯量に関する情報と
、給湯停止直後のガイダンス表示を実施する指令情報とを送信する。これらの情報を受信
した台所リモコン２５の表示部３０は、給湯停止直後のガイダンス表示を実施する。台所
リモコン２５のガイダンス表示は、図４で説明した浴室リモコン２６のガイダンス表示と
同様である。
【００５２】
　給湯停止直後のガイダンス表示のＯＮ／ＯＦＦ設定がＯＦＦに設定されている場合は、
表示制御部５０ｂは、今回蛇口湯量、本日蛇口湯量、及び目標蛇口湯量に関する情報と、
給湯停止直後のガイダンス表示を実施する指令情報とを、浴室リモコン２６及び台所リモ
コン２５宛てに送信しない。この場合には、浴室リモコン２６及び台所リモコン２５は、
給湯停止直後に上記のようなガイダンス表示を実施せず、表示部３０をトップ画面３１の
ままにする。これにより、ガイダンス表示の実施を希望しないユーザーにも対応できる。
【００５３】
　今回蛇口湯量は、給湯の開始から停止までの給湯量に関する第三情報の例である。本実
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施の形態であれば、給湯が停止した後に、貯湯式給湯機２の設定に関する第一情報及び貯
湯式給湯機２の状態に関する第二情報を含むトップ画面３１に代えて、第三情報を含む第
１のガイダンス画面３２を表示することで、以下の効果が得られる。ユーザーは、給湯の
利用を停止した直後に、台所リモコン２５または浴室リモコン２６の表示部３０に視線を
向ける可能性が高い。トップ画面３１から第１のガイダンス画面３２へ切り替わるときの
視覚的な効果がユーザーの視線を引き付けることができる。第一情報及び第二情報の少な
くとも一方の情報に代えて第三情報を表示することで、第三情報の表示面積を大きくでき
る。これらのことから、第三情報、すなわち今回の給湯量に関する情報をユーザーに確実
に知らせることができる。その結果、ユーザーの湯の使いすぎを確実に抑制できる。
【００５４】
　前述したように、本実施の形態であれば、蛇口への給湯の最中は、台所リモコン２５及
び浴室リモコン２６の表示部３０は、トップ画面３１の表示を継続する。このため、浴室
でユーザーがシャワーを長時間使用している場合でも、台所にいる他のユーザーが台所リ
モコン２５のトップ画面３１の情報を確認したいときにそれを妨げることがない。また、
台所の流し台でユーザーが長時間食器洗いをしている場合でも、浴室にいる他のユーザー
が浴室リモコン２６のトップ画面３１の情報を確認したいときにそれを妨げることがない
。
【００５５】
　本実施の形態では、台所リモコン２５の表示部３０にガイダンス画面３２，３３が表示
されるタイミング（ステップＳ８）に比べて、浴室リモコン２６の表示部３０にガイダン
ス画面３２，３３が表示されるタイミング（ステップＳ７）が早い。これにより、以下の
ような効果が得られる。一般的に、台所にて蛇口を使用していたユーザーよりも、浴室で
蛇口（シャワー）を使用していたユーザーの方が、リモコンを見やすい場所にいることが
多い。このため、浴室リモコン２６に先に情報を送信し、ガイダンス画面３２，３３をよ
り早く表示させることで、利便性がより高くなる。なお、浴室リモコン２６の表示部３０
は、浴室内表示部の例であり、台所リモコン２５の表示部３０は、浴室外表示部の例であ
る。
【００５６】
　本実施の形態では、ステップＳ６の処理を行うことで、以下の効果が得られる。給湯の
開始から停止までの時間、すなわち給湯連続時間が基準（例えば３０秒）に満たないとき
には、ガイダンス表示を実施せず、トップ画面３１を維持する。蛇口からの細切れの短時
間の出湯、あるいは蛇口からの意図しない少量の出湯のときに、ガイダンス表示がされて
しまうと、ユーザーに対し、表示部３０の表示がチラつくことによる煩わしさ、あるいは
違和感を与える可能性がある。本実施の形態であれば、そのようなことを防止できる。給
湯連続時間に代えて、給湯の開始から停止までの給湯量が基準（例えば３０Ｌ）に満たな
いときに、ガイダンス表示を実施せず、トップ画面３１を維持するようにしてもよい。そ
の場合でも、上記と類似の効果が得られる。
【００５７】
　制御装置５０は、「水供給モード」が設定されている場合には、給湯停止直後のガイダ
ンス表示を実施しないように制御してもよい。「水供給モード」が設定されているときに
は湯が一切使用されない、と誤って認識しているユーザーがいる可能性がある。前述した
ように、実際には、「水供給モード」が設定されているときにも、一般給湯側電動混合弁
７の弁体の隙間から微小な湯の漏れが発生することで、湯の使用量はゼロにはならない。
そのような僅かな使用量に対して給湯量の情報を表示してしまうと、ユーザーに不要な違
和感を与える可能性がある。そのような可能性を排除するため、「水供給モード」が設定
されている場合には、給湯停止直後のガイダンス表示を実施しないことが望ましい。
【００５８】
　本日蛇口湯量は、当日の積算給湯量に関する第四情報の例である。本実施の形態では、
第１のガイダンス画面３２にて、第四情報（本日蛇口湯量）を第三情報（今回蛇口湯量）
と共に表示している。このような構成に限らず、第三情報（今回蛇口湯量）が表示された
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後に第四情報（本日蛇口湯量）を表示してもよい。
【００５９】
　目標蛇口湯量は、１日の積算給湯量の目標値に関する第五情報の例である。本実施の形
態では、第２のガイダンス画面３３にて、第五情報（目標蛇口湯量）を第四情報（本日蛇
口湯量）と共に表示している。このような構成に限らず、第四情報（本日蛇口湯量）が表
示された後に第五情報（目標蛇口湯量）を表示してもよい。
【００６０】
　本実施の形態では、蛇口への給湯に対する給湯停止後のガイダンス表示を実施する場合
を例に説明した。このような例に限らず、浴槽への給湯に対する給湯停止後のガイダンス
表示を同じようにして実施してもよい。その場合には、風呂用流量センサ２１で検知され
る情報に基づいて、ガイダンス画面に表示する情報を作成できる。当該ガイダンス画面に
は、今回の浴槽への給湯量（今回ふろ湯量）、当日の浴槽への積算給湯量（本日ふろ湯量
）、一日の浴槽への積算給湯量の目標値（目標ふろ湯量）などの情報を表示してもよい。
制御装置５０は、蛇口への給湯停止後のガイダンス表示と、浴槽への給湯停止後のガイダ
ンス表示とを区別する種別情報とともに、給湯量などの情報を台所リモコン２５及び浴室
リモコン２６に送信すればよい。
【００６１】
　実施の形態１の給湯システム１が備える制御装置５０の各機能は、処理回路により実現
されてもよい。制御装置５０の処理回路は、少なくとも１つのプロセッサと少なくとも１
つのメモリとを備えてもよい。処理回路が少なくとも１つのプロセッサと少なくとも１つ
のメモリとを備える場合、制御装置５０の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、ま
たはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現されてもよい。ソフトウェ
アおよびファームウェアの少なくとも一方は、プログラムとして記述されてもよい。ソフ
トウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、少なくとも１つのメモリに格納され
てもよい。少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１つのメモリに記憶されたプログ
ラムを読み出して実行することにより、制御装置５０の各機能を実現してもよい。少なく
とも１つのメモリは、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク等を含んでも
よい。
【００６２】
　制御装置５０の処理回路は、少なくとも１つの専用のハードウェアを備えてもよい。処
理回路が少なくとも１つの専用のハードウェアを備える場合、処理回路は、例えば、単一
回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ＡＳ
ＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、
またはこれらを組み合わせたものでもよい。制御装置５０の各部の機能がそれぞれ処理回
路で実現されても良い。また、制御装置５０の各部の機能がまとめて処理回路で実現され
ても良い。制御装置５０の各機能について、一部を専用のハードウェアで実現し、他の一
部をソフトウェアまたはファームウェアで実現してもよい。処理回路は、ハードウェア、
ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせによって、制御装置５０の各
機能を実現しても良い。
【００６３】
　単一の制御装置により給湯システム１の動作が制御される構成に限定されるものではな
く、複数の制御装置が連携することで給湯システム１の動作を制御する構成にしてもよい
。
【符号の説明】
【００６４】
１　給湯システム、　２　貯湯式給湯機、　３　貯湯ユニット、　４　貯湯タンク、　５
ａ　第１の温度センサ、　５ｂ　第２の温度センサ、　５ｃ　第３の温度センサ、　５ｄ
　第４の温度センサ、　５ｅ　温度センサ、　６　温度センサ、　７　一般給湯側電動混
合弁、　８　給湯管、　９　給水管、　１０　混合給湯管、　１１　風呂給湯側電動混合
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弁、　１２　風呂側循環回路、　１３　電磁弁、　１４　風呂循環ポンプ、　１５　熱交
換器、　１６　タンク側循環回路、　１７　循環ポンプ、　１８　混合風呂管、　１９　
給湯用流量センサ、　２０　給湯用温度センサ、　２１　風呂用流量センサ、　２２　風
呂用温度センサ、　２３　給水温度センサ、　２４　蓄熱回路、　２５　台所リモコン、
　２６　浴室リモコン、　２７　循環ポンプ、　２８　ヒートポンプユニット、　２９　
操作部、　３０　表示部、　３１　トップ画面、　３１ａ　設定情報、　３１ｂ　現在時
刻、　３１ｃ　運転情報、　３１ｄ　残湯熱量情報、　３２　第１のガイダンス画面、　
３３　第２のガイダンス画面、　５０　制御装置、　５０ａ　蓄熱運転制御部、　５０ｂ
　表示制御部、　５０ｃ　計時部、　５０ｄ　給湯検知部、　５０ｅ　給湯量計算部、　
５０ｆ　モード設定部

【図１】 【図２】



(13) JP 2017-172936 A 2017.9.28

【図３】 【図４】



(14) JP 2017-172936 A 2017.9.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  本庄　康史
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  柳下　正俊
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  戸田　明宏
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
Ｆターム(参考) 3L122 AA02  AA23  AA63  AA64  AA65  AB22  AB42  BA02  BA13  BA14 
　　　　 　　        BA24  BA37  BA44  BB03  EA09  FA03  FA12  FA13  FA22  FA23 
　　　　 　　        FA24  FA27 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

